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令和２年 12月定例教育委員会会議録 

 

１ 期  日  令和２年 11 月 25日（水） 

２ 場  所  市役所南別館３階委員会室 

３ 開始時間  13時 30分 

４ 終了時間  15時 35分 

５ 出 席 者 

児玉教育長、赤松委員、中原委員、濵田委員、岡村委員 

その他の出席者 

栗山教育部長、大田教育総務課長、深江学校教育課長、加藤生涯学習課長 

６ 会議録署名委員 

濵田委員、岡村委員 

 

７ 開  会 

◎教育長 

 それではお揃いですので、ただいまから令和２年 12月定例教育委員会を開催します。よろしくお願いい

たします。本日の委員会の終了時刻は、午後３時 30分を予定しております。皆様方のご協力をよろしくお

願いいたします。 

 ではまず、市民憲章朗読をよろしくお願いいたします。 

 

８ 会議録署名委員の指名 

◎教育長 

 それでは、前会議録の承認につきまして、皆様のお手元に令和２年 10月の定例教育委員会の会議録をお

配りしております。本委員会終了後、各委員に署名をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 本日の会議録の署名委員は、都城市教育委員会会議等に関する規則第 15条の規定により、濵田委員と岡

村委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

９ 教育長報告 

◎教育長 

 それでは早速、教育長の報告をさせていただきます。レジュメのほうをご覧ください。 

 ただいまコロナの第三波がやってきているところでございますが、第二波、第三波の間にあたりますそう

いう時期でございましたので、各学校とも様々な活動をしてくれています。 

 その中で、学校・地域の頑張りといたしまして、ここにアからケまでの事例を用意しておきましたが、特

にウ、山田中学校宮元七惺さん、学生科学賞というものを取っていただいたということでございます。内容

は、音階を出す仕組みの分析ということで、県教育長賞も受賞しました。優秀賞にあたるものだと思ってお

ります。 

 続いて、キでございますが、高崎中学校のアンズ・ジョバナさん、「日本から母国へ思いはせ」というの

で、全国作文コンクールの県の代表、県最優秀賞に選ばれております。また全国でどのような賞を取ってく

れるか楽しみでございます。 

 また、ケでございますけれども、笛水小中学校の藤原栞奈さん、九電小中学校の絵画コンクールで金賞を
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受賞という形で、様々な文化活動でも頑張ってくれているところでございます。 

 そこに掲載している写真についてですが、有水小学校がべにはるかの PR 動画に挑戦というものが大きく

写真で掲げてありますが、どこのPR 動画かといいますと、博多大丸でございます。どうしてこれが実現で

きたかと言いますと、まず、べにはるかというお芋ですけれども、それを JA 都城から育ててみないかとい

う話が実は最初にあったのだそうです。そのべにはるかを育てているということと、博多大丸のほうから

PR 動画を撮りたいというようなことがあって、市のほうがその話を聞きつけまして、PR 動画に参加して

はどうかというようなことで、これが叶ったのだそうです。もうすぐしますと、このPR 動画がインターネ

ット上、それから博多大丸の大きなビジョン、そこに掲げられて放映されるそうでございます。 

 右上のちょっと小さめの写真ですが、今町小学校がプロのオーケストラを満喫したということで、なかな

か文化活動がずっと自粛中でございまして、ようやくこういうことが再開され始めたところでございました

けれども、残念ながらまた自粛の方向に向かうのではないかと危惧しているところでございます。 

 右下は、美術館の武田館長が写っておりますけれども、自然文化遺跡、遺産を巡る旅という形で、都城の

美術館が所有しております自然文化遺産に当たるものにつきましてピックアップし、それをコーナーごとに

展示をしているという、非常にユニークな展示方法ということで、何回か新聞にも取り上げられました。一

緒に写っているのが、大野重幸の「通潤橋」でございます。通潤橋も国指定の有形文化財になっております。 

 続きまして、２点目でございます。 

 去る 11 月 19 日に校長会が開かれました。校長会の折にお話をしたことにつきまして、委員の皆様方に

学校訪問等もございますので、お知らせしておきたいと思います。 

 まず、話題の発端は、「下着の色は白、マフラー禁止などの校則見直し提言」というもので、これはNHK

で報道されたものでございます。11月 13日の報道だったと思っております。これは、佐賀県の弁護士会が

指摘したものでございまして、教育委員会と市町村教育委員会に提言書をお渡しするということをやってお

ります。 

 何が問題かと言いますと、髪型であれば、伸ばす場合、耳より後ろで結ぶか三つ編みにするということ。

それから、ヘアピンは細くなくてはならないとか、男子の左右非対称カット、ツーブロック、頭頂部を立て

るなどは禁止というような髪型に対する規則、それから、服装におきましては、下着や靴下、靴と中敷きは

白というふうな校則があるということ。ベルトの色は黒という決まり、くるぶしが出る丈の靴下は不可。マ

フラーやカーディガン禁止。それ以降、理論的にこれがなぜ駄目なのかというのが言えるかどうかというこ

とも含めてですけれども。 

 それから、学校外での行動としましては、校区外に出るときには原則として制服、飲食店やゲームセンタ

ー、カラオケ店などの立ち入り禁止、これは保護者同伴でも認めていないということがあります。友人宅へ

の宿泊禁止でございます。 

 このことを校長先生方にお話をしたとき、校長先生方は校則として普通だろうというふうに、そういう顔

をされていました。ただこの弁護士会がこれを提言書にまとめた経緯の最初は、下着の色は白ということで、

制服の肩から紐を出させて、これは女性教師なのですけれども、それを確認するというそういう行為があっ

たそうです。それは人権侵害ではないかと。この弁護士会は学校にどのような校則があるのかということを

きちんと調べた上で、この提言書を出したということでございます。 

 校長先生方にとっては、自分たちが生徒指導上歩んできた色々な道があって、そういうことをする子たち

については、例えば、教室の中に入れても暴れて、授業の妨げになるとか色々なことがありました。 

 そこで、対応案として、今考えておかなければならないのは、「生徒自治」に導くということではないか

というお話をしたところです。都城の子どもたちは今、非常に落ち着いた状況でございます。学校全体が荒

れているという学校は、今ありません。そういう中で、学校がプライドを持って生徒会活動、児童会活動の
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一つとして、学校の生徒としてより良く生きるために、どのような規則、どこまでを許してほしいのかとか、

一番、規則を変えてもらいたいのは一体何なのか、どういうことなのかということをきちんと児童・生徒自

身に考えさせるということで、一つひとつやっていってください。いっぺんに変えることはまず不可能なの

で、一番変えてほしい校則というのは、子どもたちにとって何なのだろうか。 

 例えば、マフラーやカーディガンというものにつきましては、防寒ですので、それについてどう思うのか

ということも含めて、都城フィロソフィーというのがありますが、その中に、「みだしなみは人のため」と

いう項目がございます。そういうことも十二分に活用していきながら、子どもたちの指導、そして、生徒自

治に導いてほしいということでございます。 

 そこで、その話をした後でございますが、11月 23日の朝日新聞なのですが、新聞をご覧になっていただ

きますでしょうか。「校則を変えたい、自分たちの力で」というそういう記事がたまたま出ておりました。

これについてお話を加えさせていただきたいと思います。 

 まずは、先ほども言ったように、下着は白、日焼け止めは禁止とかいうようなことの校則について、朝日

新聞がテーマにしたことなのですが、一年生のとき、髪の毛、長髪の子なので、この子はフリースクールに

しょうがないので通いました。２年生の夏休み明けから学校に通いたいと希望しました。だが校長は、長髪

で教室に入ることを認めず、保健室登校になってしまった。そういう色々なことがあって、プリントを持っ

て来た教員が「髪の毛を切る気になった？」というその一言、それを尋ねたということで、今年４月に校長

が変わって「髪の毛を結べば教室に入ってもいいですよ」ということに変わっていった。根が本当に真面目

な子で長髪の子も確かにいますので、こういうようなことになったのだと思いますが、これをやってしまう

と、学習権の侵害に当たるわけです。そこを髪の毛が長いからだけで、学習権を侵害していいかとなったと

きに、学習権の侵害のほうが大きいので、これは問題になっていると思います。 

 そこで、学校指導を見直す自治体もということで、これは熊本市の例が書いてあります。熊本市が調査を

したのだそうです。グラフのほうをご覧になっていただくと、校則を児童・生徒が作ったり、考えたりする

場があるかというので、教職員はあると答えたのが約３割、ないと言ったのが約７割、小学生も 28.7％、

中学生が 27.4％と非常に低い値なのです。高校生に至っては 13.7％、ほぼほぼ学校の先生たちが決めてい

ってしまっているということでございます。 

 ですから、そういうことを考えると、校則をしっかりと自分事として子どもたちに考えさせていく。多分、

本市でも大体同じような数字が出てくるのではないかと推察しておりますので、ぜひとも子どもたちの自治

の一つとしての校則を繋いでいけばなと考えているところでございます。 

 では、レジュメの裏面のほうにまいります。 

 いよいよ一人一台の時代になる GIGA スクール構想につきまして、都城市学校 CIO、最高情報責任者の

略なのだそうですが、文部科学省が CIO という言葉を使っているのでそのまま使わせました、研修があり

ました。CIO というのは、チーフ・インフォメーション・オフィサーの略だそうです。 

 目的としましては、学校における情報管理者として、国の GIGA スクール構想と教育の情報化に関する

動向や本市の目指す姿について理解をして、各学校での ICT 活用推進する立場としての意識を高めてほし

いということでございます。冒頭、私が挨拶をさせていただいたのですが、そのときに、重要なのは ICT

を活用することではなく、子どもを成長させるためにどう活用するかということでございます。そのように

お話をしました。 

 まずは、担当者が各学校に１名ずつは必ずいるのですが、その人だけに任せないように、チームを作って

準備態勢を整えてほしいというお話。まずは、教員自身が活用して効果を実感することが有効であるという

こと。校長に求められるのは、教員の意欲を喚起することである。新しい事を始めるために、無駄を削ぎ落

とす視点も必要であるということ。校長は自身の言葉で教員に説明できるようにしてほしいというお願いを
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しました。ICTの活用状況を学校だけに閉じておかずに、学校外の外部へ発信することも必要になります。

全ての子どもたち一人一台の時代になったのだということは、どの保護者も、どの地域の方々も多分、ご承

知になられると思いますので、そういう点では発信を進めておくことです。 

 一人一台端末の実現に向けて必要となるステップ０というお話をしました。ステップ０というのは、写真

の右上、一人一台端末、高速通信環境を活かした学びの変容イメージというのを、文部科学省の研究で出さ

れたものですが、ステップ１、ステップ２、ステップ３というふうになっておりまして、ステップ１が、す

ぐにでも、どの教科でも、誰でも活かせる一人一台端末となっています。いきなりステップ１がこれなので

す。これはかなり厳しいのではないですかと。そこに至るまでにステップ０のところをきちんと準備する必

要がありますよねという話をしました。 

 左のほうのステップ０というところでございますけれども、例えば、今回から小学校では、教科書の中に

QR コードが沢山入っておりました。中学校も全ての教科書にQR コードがありますので、まずそれを教員

が使ってみるということ。それから、それ以外のコンテンツも使ってみる。デジタル化できるものを洗い出

す。毎日子どもたちに使わせるアイデアを出していくというようなことを準備段階でやっていただいて、子

どもたちが毎日何かを入力するとか、そういうようなデータはないのか。 

 例えば、日記を交換しておりますけれども、出来事を書いたものを、それをデジタル化できないのか。そ

うすれば、先生はいつでも、どこでもそれを見ることができる。ノートをいちいち持ち歩かないで済む。そ

ういうふうに、両方にとってメリットのあるそういうようなやり方を今のうちから構想をしっかりと考えて

ほしいということをお願いしました。 

 その下の写真でございます。実際に CIO 研修の写真でございますが、左手のほうの画面の奥のほうにプ

レゼンがあって、その横に人の顔が見えておりますけれども、これはGoogle 社のインストラクターによる

リモート講座でございます。あそこでGoogle 社の方がお話をして、そして説明を受けているところでござ

います。右手のほうが、全ての校長先生に一台ずつの端末を使っていただきながら、実感をしていただくと

ころです。このときも、実際にこのパソコンは携帯電話回線で繋いでありまして、携帯電話と同じような形

で使っていただいておりました。 

 それを受けまして、今度は次の日だったと思いますが、都城市の授業力向上セミナーというものがありま

して、情報教育担当者を集めて、もっと詳しくお話をさせていただきました。そういう中で、左のほうで一

人一台端末と同じように使っていただきながら実感をしていただいて、右手のほうですけれども、市議会議

員の方々もお見えになりまして、奥のほうから音堅議員、別府議員、森りえ議員が一緒にやっていただきな

がら、どういうものなのかというものを実感していただいたところでございます。 

 その様子ですけれども、教育研究所通信がございますけれども、授業力向上セミナーというものは、今ま

では 400人から 500人規模で 10講座ぐらいを用意してやっていたものですけれども、今年はコロナ禍にあ

りまして、３講座のみに縮小してやったところでございます。 

 まずやったのが、外国語でございます。これは小学校外国語が今年から本格的に導入されています。４人

の先生たちに外国語の講師になってもらったのですが、この４人の先生たちは外国語の専科の先生方です。

都城市には４人の専科の先生がいらっしゃいます。 

 特別な教科道徳がもう始まっております。この道徳につきましては、祝吉中学校の有吉先生にお願いした

のですが、昨年、教職大学院へ半年間行ってもらって、道徳を研究していただきました。その有吉先生に講

義を受け持っていただきました。 

 最後の ICT活用につきましては、研究所の ICT班の４人に講師になってもらって、やっていただいたと

ころでございます。枠の下に、担当者の言葉というものがあります。田原先生が書いておりますけれども、

研修部長をされていますがこのように書いております。今年も都城市内小・中学校の私たちの仲間が講師を
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務め、運営し、手作りの充実したセミナーとなりました。コロナ禍にあって３講座とはいえ、いずれの講座

も講師による最新の情報やデータを含めた、周到で練られた準備と熱い語り、「受講者の真剣な眼差しがあ

りました」というような感想が書かれてあります。また詳しくは後ほどお読みになっていただきたいと思い

ます。 

 これまでのところで何かご質問等、ご意見等あれば、よろしくお願いします。 

○濵田委員 

 いよいよ始まったかという感じがしました。最初の CIO 研修ですが、今、教育長がお話しされたのはわ

かりましたけれども、どこが主催か教えていただけますか。 

◎教育長 

 この CIO 研修は、都城市教育委員会の主催でございまして、私が話した後、宮崎大学の、これは国のほ

うに講師を依頼するのです、文部科学省に。その講師として、宮崎大学の小林先生に来ていただきまして、

小林先生が国の動向から、細かな今、宮崎県内でされているような事例を出していただきました。その後に、

校長研修と同じように、Google の方、こういうふうにリモートでやるというような形でございました。 

○濵田委員 

 Google 社の方は日本人ですか。 

◎教育長 

 はい、日本人の方です。 

○濵田委員 

 ありがとうございました。文部科学省のサポートを受けられるということですね。 

◎教育長 

 文部科学省が手伝いますということを前もって言っていらっしゃいまして、こちらから要請すれば、旅費

とかそういうものも全くかからないようになっています。全部国のほうが出してくださったような状況です。 

 ほかにはございませんでしょうか。よろしかったでしょうか。 

 では、引き続きまして、生徒指導状況報告の内容につきまして、お話ししたいと思います。 

 まず１番目でございますが、非行等問題行動の報告が 10 月中は１件もございませんでした。非常に珍し

いなと思いましたし、嬉しく思いました。 

 ２つ目でございます。不登校傾向でございます。 

 ご覧のようにグラフのほうをご覧になっていただくとわかりますように、随分と押さえ込んできていただ

いております、新規の方ですが、小学校が全体を見ますと 55 名、昨年度も 55 名、実は同数なのです、小

学校は。これは、昨年の積み残しがあり、非常に響いてしまっているという意味です。中学校は、非常にい

い形で進んできておりまして、昨年 151 名あったこの時期に、それが今回は 134 名となっております。意

識を少しずつでも変えていかなければならないなと思っております。悪い傾向ではないと、校長先生方とも

お話をしたところでございます。 

 続いて、交通事故でございます。小学校２件、中学校１件でございますが、１件は中学生が自転車自損事

故、小学生が軽トラックとの衝突、同じく小学生が自動車との接触で、怪我になってしまったのは、軽トラ

ックとの衝突で、左脚の骨折というものがありました。その子は今、車椅子で学校に復帰をしているところ

でございます。 

 続きまして、いじめに関することでございます。10 月中もいじめの認知が、小学校が 118 件、中学校が

21件、解消した部分も多くございますけれども、解消したのが、小学校全体で 42.5％、中学校は 27.8％と

いう形になっております。報告されているもので、特に２件、お話をしておきたいと思います。継続事案で

ございます。 
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 小学校５年生の女児でございますけれども、体調があまり良くなくて、登校中に倒れてしまったといよう

なお子さんがいらっしゃいましたが、少しずつ学校生活に対して不安がなくなってきているようでございま

す。10 月中に貧血の治療のために通院をしているということでございまして、朝の体調管理が難しいよう

でということでございます。欠席は２日、遅刻が１、早退１というような形で 10月を過ごしていますので、

随分と改善はしてきていると思いますが、まだ、学校に対して大勢の子からいじめられたという経緯がござ

いますので、なかなかなのですけれども、10 月に行われた運動会、宿泊学習にも全日程参加することがで

きたということで、少し安心をしているところでございます。 

 これらの教育相談、様々な教育相談を受けておりまして、それらをもとに、11 月は学校生活において、

被害の児童がそのクラスに出来るだけ長くその場にいて学習できるようにしようということで、少し頑張っ

てもらったのですが、ちょっと頑張り過ぎて、最後には息切れをしてしまって、ちょっと欠席が続いている

ようでございます。負荷の見直しをしなければならないなと思っております。 

 もう１件、中学校の事案でございます。これは５月の認知件数で上がってきていた事案でございまして、

５月のアンケートでいじめを受けていると報告を受けて以来、学級担任を中心にしながら、学習指導等の支

援教員や学年職員、部顧問が本当に親身になって見守ってきていたわけでございます。友人関係のトラブル

が続き、徐々に学級に入ることを嫌がり始めたということで、今は相談室の登校をしているところでござい

ます。教科によっては学級で受けれるものもあるのですけれども、色々とありまして、トラブルが絶えない

ということで、気をつけなければならない事案でございます。加害者が特定できる場合には、その都度指導

しているのですけれども、保護者連絡まで行っているのですが、事案によっては、加害者の特定に至らない

ケースがあって、対応に苦慮しているということで、誰がやったかわからないというような状況もまだ散見

されているようでございます。心配な事例でございます。 

 続きまして、不審者声かけ事案でございますが、中学校１件でございます。 

 実害はなかったのですけれども、部活から下校中に、3，40 代の男性の方が、マウンテンバイクに乗って、

自転車で帰る道をふさがれてしまった。嫌だったので引き返したり、その道を通らないようにしたのですけ

れども、再度、下校を続けていくと、また現れて道をふさがれたということで、怖い思いをしたということ

でございました。警察にはもちろん通報してあります。 

 続いて、その他でございます。 

 虐待案件があります。小学校５件、中学校１件でございます。案件としましては、小学生５年女児の身体

的虐待、小学校２年生も同じく身体的虐待、それから、４年生女児の身体的虐待、また、別な学校の４年生

女児の身体的、そして心理的な虐待。兄弟における家庭内での母親からの虐待がありました。 

 中学生でございますけれども、これも身体的な虐待が１件報告されております。 

 

10 議  事 

【報告第 84号、報告第 85号】 

◎教育長 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の付議事件は、報告５件、議案２件でございます。 

 まず、報告第 84号及び第 85号を生涯学習課長からご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 

●生涯学習課長 

 生涯学習課の加藤です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 それでは始めに、報告第 84 号 令和２年度都城市人権啓発標語審査結果について、説明いたします。 

 人権啓発標語の募集につきましては、７月定例教育員会の報告第 44号でご報告しましたとおり、８月の
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人権啓発強調月間に係る事業の一環として実施したところです。 

 応募状況につきましては、お手元の資料の最終審査結果の一番下のほうに、応募状況を載せております。

昨年度より 117 件多い 5,211 件の応募がありました。今回は一般の部の応募促進として初めての試みで、

人権啓発推進協議会委員になっていただいている各企業は 81団体に対しまして、応募の依頼文書を送付し、

積極的な取組を促しました。その結果、社員の方からの応募があり、数としては少なかったのですが、５件

程度提出いただいた企業もありました。最終的に一般の部の応募状況は、昨年度の 129件より 42件増えま

して、171件の応募となりました。 

 続きまして、標語の審査方法ですが、お手元の資料に、令和２年度人権啓発標語選考要領を付けておりま

すが、その中の選考基準に基づきまして、まずは第一次選考で、小学生の部、中学生の部ともに学年ごとに

５作品、一般の部で５作品を選考したところです。次に、最終選考は、都城市人権啓発推進協議会幹事会の

委員 15名に第一次選考作品を送付いたしまして、採点いただきました。そして、合計得点の高い作品から

それぞれ最優秀賞と優秀賞を選出し、10月 26日に開催しました同協議会の第２回幹事会において承認をい

ただいたところです。 

 審査結果につきましては、お手元の資料の最終審査結果のほうをご覧ください。こちらのほうに最優秀賞、

優秀作品を載せております。 

 もう一つの資料で、最終選考表を付けているところなのですが、こちらのほうにつきまして、小学生の部

の最優秀賞につきましては、小学生の部の最高得点の点数のところを緑で塗り潰しておりますが、最高得点

133点が２名出ましたので、第２回幹事会におきまして、幹事 15名で採決を取り、多数決で最優秀賞を決

定しました。最終的に小学校４年生の部の作品No.４番を最優秀賞と決めたところでございます。 

 また併せまして、小学生の部について最終審査結果表のほうをまた見ていただきたいのですが、小学生の

部につきましては、１年生、４年生、６年生の優秀賞が祝吉小学校児童となりましたが、選考の過程では、

学校名、氏名とも公表せず審査をいただいておりますので、結果が偶然であることをご理解いただきたいと

思います。 

 あと、入賞作品は、本日お手元にお配りしておりますこちらのカラーのチラシが届いているかと思います

が、こちらの令和２年度都城市人権啓発特集号の最後の裏面になりますが、こちらのほうに今年度の表彰作

品という形で掲載しております。この特集号は、12 月に回覧板を通して各家庭に配布されますので、広く

市民に紹介されることになります。また、入賞作品の短冊を作成し、各学校、公民館、公共施設等に掲示す

るほか、市のホームページでも公開してまいります。 

 今回入賞された 13 名の方の表彰につきましては、本来であれば 12 月５日に開催予定の令和２年度都城

市人権啓発推進大会内で表彰式を行う予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症予防のため大会

が中止となりましたので、小・中学生の部については各学校へ、一般の部につきましてはご自宅等へ出向き、

表彰状及び記念品の贈呈を行う予定にしております。 

 続きまして、報告第 85号 臨時代理した事務の報告及び承認について、ということで、都城市放課後子

ども教室活動サポーターの委嘱について、説明いたします。 

 今回は、姫城地区に開設しています姫城地区放課後子ども教室が、姫城地区公民館で開催し、現在、23

名の児童の参加があります。スタッフは、コーディネーター１名男性、教育活動サポーター３名の計４名で

運営しています。その中の教育活動サポーターのお一人が体調不良により退任されたため、代わりのスタッ

フを探していたところ、現在、スタッフであり宮丸西団地の自治公民館長でもある中島誠幸氏より推薦があ

ったものです。お手元の資料にあります束野タツエ様を姫城地区放課後子ども教室の教育活動サポーターと

して委嘱するものです。 

 束野様は、洋装店を営んでおられた経験があり、年齢は 79 歳と高齢ですが、非常に元気で、活動的で、
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民生委員・児童委員等もされていた経歴もお持ちです。委嘱日は、令和２年 11 月 11 日付で、委嘱期間は

令和２年 11月 11日から令和３年３月 31日までとなります。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎教育長 

 ありがとうございました。報告第 84 号 都城市人権啓発標語審査結果と報告第 85 号 都城市放課後子

ども教室教育活動サポーターの委嘱について、この２点につきまして何か質問がありましたらお願いします。 

○岡村委員 

 ご説明ありがとうございます。人権啓発標語の募集につきまして、一般の部から 171 名の応募があった

ということで、とても嬉しく思っております。一昨年度非常に少なくて、昨年度はまた保護者の方々にも呼

びかけるような工夫をしていただきまして増えてまいりましたが、今回は一般企業のほうにも提案されたと

いうことで、工夫されながら募集していただいているのを本当に嬉しく思っております。 

 できるならば、高齢者の方にもターゲットを絞っていただいて、標語の募集をかけていただくと、また、

人権啓発に関する輪が広がっていくのではないかと思いますので、またご審議いただければありがたいです。 

●生涯学習課長 

 わかりました。今年は各地区公民館で開催します高齢者学級等も活動が中止になりましたので、高齢者ク

ラブ等にも今のご助言を受けて、今までやったことがございませんので、一般の部としてひとくくりで募集

しておりますので、そういうふうに細分化してまた、高齢者の方にもお願いしたいと考えます。ありがとう

ございます。 

○岡村委員 

 よろしくお願いいたします。 

○赤松委員 

 昨年に比べて応募総数が増えているということは何よりもいいことだなと思います。それぞれの応募され

た方が相当時間をかけて人権について考える。そして、言葉を選び、自分の言葉で作り上げていく努力は本

当に大事な活動だなと思います。これからもどんどん増えていくことを今後も進めていただけたら、素晴ら

しい成果が上がっていくのではないかと思います。 

●生涯学習課長 

 事前に校長会等でもお願いをいたしましたので、学校の先生方のほうからもご協力いただいた結果だと感

じております。 

◎教育長 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 それでは、報告第 84号及び第 85号を承認いたします。 

 ありがとうございました。 

●生涯学習課長 

 どうもありがとうございました。 

 

 

【報告第 82号、報告第 83号】 

◎教育長 

 続きまして、報告第 82 号及び 83 号を学校教育課長からご説明いただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

●学校教育課長 
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 よろしくお願いします。 

 それでは、学校教育課報告につきまして、ご説明いたします。 

 報告第 82号 臨時代理した事務の報告と承認について。小規模特認校制度を利用した入学、本年度小規

模特認校制度を利用した入学・転入学の児童・生徒については、別紙のとおりです。なお、本市の小規模特

認校は夏尾小学校、夏尾中学校、笛水小中学校となっております。 

 続きまして、報告第 83号 臨時代理した事務の報告と承認について。令和２年度都城市少年補導員の委

嘱について。 

 令和２年度都城市少年補導員について２名の追加があり、別紙のとおり委嘱いたしました。新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、PTA 総会等が延期や中止となり、５月中に少年補導員の選出ができなかっ

た学校について、遅れての委嘱となっているところです。現在の補導員総数は 180名でございます。 

◎教育長 

 ご説明ありがとうございました。 

 報告第 82 号及び 83 号につきまして、何かご意見、ご質問ありましたら、お願いいたします。よろしか

ったでしょうか。 

 それでは、報告第 82号及び第 83号を承認いたします。ありがとうございました。 

●学校教育課長 

 ありがとうございました。 

 

 

【報告第 81号、議案第 31号】 

◎教育長 

 続きまして、報告第 81 号及び議案第 31 号を教育総務課長から説明をいただきます。よろしくお願いい

たします。 

●教育総務課長 

 教育総務課です。 

 報告第 81号 専決処分した事務 都城市教育委員会名義後援、共催について、ご説明いたします。 

 次のページをご覧ください。 

 名義後援につきましては、令和２年 10 月 15 日から 11 月 11 日までに承認したもので、５件を承認して

おります。いずれの事業も、都城市教育委員会の名義後援の承認に関する要綱にあります対象事業、対象団

体に該当するため、承認しております。共催につきましては、同期間での申請はありませんでした。 

 以上で、報告第 81号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第 31号 都城市学校施設長寿命化計画の策定について、ご説明いたします。 

 都城市学校施設長寿命化計画概要版の１ページをご覧ください。 

 ７月の定例教育委員会で、本計画の策定委員会の設置につきましてご報告しておりましたが、策定委員会

での審議を経て素案ができましたので、ご説明いたします。 

 本計画は、都城市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設を対象とした個別施設計画として、施設の長

寿命化や効率的・効果的な維持管理を行うための具体的な管理計画として策定いたします。計画期間は、令

和３年度から令和 42 年度までの 40 年間を整備保全計画としますが、具体的な整備計画は、直近５年間の

分を記載しています。対象施設は、幼稚園３校、小学校 36 校、中学校 18 校、学校給食共同調理場５施設

の 62施設ですが、本計画では小・中学校の 413棟を中心として実施計画を策定いたします。 

 ２ページをご覧ください。 
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 まず、学校施設の保有状況です。グラフの横軸が建設年度、縦軸が面積を表しています。築 50年以上が

10％、築 40年以上 50年未満が 21％、築 30年以上 40年未満が 29％、築 20年以上 30年未満が 17％を占

めていますので、築 30 年以上の建物が全体の６割、築 20 年以上の建物が全体の約８割ということになり

ます。一方、児童・生徒数の推計では、令和６年度までは生徒数はほぼ横ばいですが、児童数は徐々に減少

すると予測されます。 

 次に、学校施設の維持管理コストを見てみますと、直近５年間の平均は 10億 2,000万円ですが、今後は

老朽化しました建物が増えることから、維持修繕費の増加、空調機設置に伴う光熱水費の増加が見込まれ、

施設関連経費は増大するものと想定されます。 

 ３ページをご覧ください。 

 学校施設の老朽化状況の調査把握につきましては、耐震性などがあるかどうかの構造躯体の健全性評価と

構造躯体以外の劣化状況で判断いたします。 

 図をご覧ください。 

① の構造躯体の健全性評価は、耐震診断の結果などから長寿命化改修が可能かどうかということを判断

してまいります。また、②の構造躯体以外の劣化状況の把握は、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電

気設備、機械設備の劣化状況で判断いたします。屋根・屋上、外壁は目視による評価、内部仕上げ、

電気設備、機械設備は経過年数による評価となり、それぞれ A からD の４区分で評価いたします。

部位の評価点は、A が 100点、B が 75点、C が 40 点、D を 10点とします。その評価点に部位のコ

スト配分をかけて 60 で割ったものが、健全度になります。数値が小さいほど劣化が進んでいること

を示しています。 

 ４ページをご覧ください。 

 学校施設の健全度の調査結果です。小学校 257 棟の健全度の平均は 76.1 点、中学校 156 棟の平均値は

73.5点でした。健全度が 40 点未満の建物は優先的に長寿命化改修等の対策を講じることが望ましいとされ

ておりますが、評価を行いました 413棟のうち 18棟が健全度 40％未満となっております。中程から下は、

各部位の劣化の状況を写真でお示ししているところです。 

 ５ページをご覧ください。 

 計画の基本方針です。本計画は、１ページでご説明しましたとおり、都城市公共施設等総合管理計画に基

づくものです。総合管理計画では、内容の適正化、管理の適正化、総量の適正化、財政の適正化の４つの適

正化を基本方針としております。学校施設長寿命化計画では、学校施設の長寿命化を図り、安全・安心な教

育環境を確保することを基本方針とし、内容、管理、総量、財政の適正化については、それぞれ記載のとお

りでございます。 

 改修等の方針としましては、長寿命化の推進、予防保全への転換を図り、コストの縮減、予算の平準化を

図ってまいります。目標耐用年数は、鉄筋コンクリート造・鉄骨造は 80年、木造は 50年とします。 

 ６ページをご覧ください。 

 改修周期です。従来の保全状況は、建設後 40 年から 50 年で建替えを行っておりましたが、長寿命化で

は建設後約 20年で機能回復のための中規模改造、約 40年で機能向上のための長寿命化改修、約 60年で機

能回復のための中規模改造を行い、約 80 年使用することとしております。改修等の整備水準は、安全面、

機能面、環境面を確保するための改修を行い、財政の平準化、多様な学習環境確保等の社会的ニーズに対応

してまいります。また、健全度が 40点以下となっている建物を優先し、児童・生徒数の推移等を加味しな

がら、効率的、効果的な施設整備を進めてまいります。 

 ７ページをご覧ください。 

 ライフサイクルコストの試算・比較です。事後保全型が６ページの従来の保全状況で、築 40年で建替え
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を行った場合の試算です。40 年間の総額が 1,240億円となります。それを長寿命化型に切り替えることで、

40 年間の総額が 1,164 億円となり、76 億円のコスト縮減を図ることができます。試算結果の欄の総額が

1,165億円、縮減額が 75億円と記載しておりますが、上の図にありますように、40年間の総額 1,164億円

となりますので、大変申し訳ございませんが、本文の修正をお願いいたします。 

 しかしながら、この直近５年間の施設関連経費の平均が 10億 2,000万円かかっておりますので、今後 40

年間その 2.8倍が必要となることになります。 

 ８ページをご覧ください。 

 各事業の方針と５年間の実施計画を掲載しております。 

 予算につきましては、毎年、予算要求、議会承認等の手続が必要となりますので、施設状況、財政状況、

社会状況により、この計画に変更が生じる場合もございます。その場合は、適宜見直しを図ってまいります。 

 ９ページには、長寿命化計画の継続的な運用を図っていくための方針を掲載しております。 

 以上で、議案第 31号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎教育長 

 ありがとうございました。 

 それでは、報告第 81号及び議案第 31号につきまして、ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 

○濵田委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 ４番の実施計画のところなのですが、ライフサイクルコストの試算比較をすると、従来型では令和 23年

度に突然高くなっているところがあります。長寿命化型ではここがうんと下がっています。その前のほうも

縮減部分があるわけですが、この 23年が改築のところになるわけですか。これがなくなるから、長寿命化

型では縮減ということになるのですか。 

◎教育長 

 まず、どんと飛び出ているところが一体何なのかをご説明いただいて、そして、説明をお願いします。 

○濵田委員 

 20 年目ですよね。23 年が 20 年目にあたるので、ここを長寿命化型にすることで中規模改築公費が縮減

されるのですね。 

●教育総務課 

 今後 10 年間では、築 40 年を迎えた施設が現在ありますので、そういったものを改築、建替えしていく

とした場合に、令和 23年頃に建替えた施設に対しての改修が一気に集まっていく形です。それを今回、長

寿命化することで、建替えが減りますので、これが 23年度のところで縮減されるところです。 

○濵田委員 

 紫色の長寿命化改修というのは、コストが改築に比べては下がっているわけですけれど、それで環境維持

はできる工事にはなるということでしょうか。 

●教育総務課 

 そうですね。基本的には長寿命化改修においては、構造躯体を残しまして、外装、内装、設備等を全て更

新しますので、環境のほうは整うものと考えております。 

○濵田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

◎教育長 

 ほかにはございませんでしょうか。 

○赤松委員 
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 長寿命化計画という言葉は私、初めて目にしたのですが、傷んできたから建替えますよとか、改修します

よとかじゃなくて、発想そのものが公共的な施設を沢山管理している立場には必要なことだなと強く感じま

した。こんなすばらしい計画があるのかと思って、改めて送っていただいた資料を見せていただいて、わか

らないところも沢山あったのですが、課長さんの説明が非常にわかりやすく、極めて大切な考え方なのだと

感じました。 

◎教育長 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 それでは、報告第 81 号を承認しまして、そして、議案第 31 号につきましてはそのまま進めていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

●教育総務課長 

 ありがとうございます。 

 

 

【議案第 32号】 

◎教育長 

 それでは、議案第 32号につきまして、教育部長からご説明をいただきます。よろしくお願いします。 

●教育部長 

 それでは私のほうから議案第 32 号 令和２年度 12 月補正予算につきまして、概要をご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、歳出予算の説明をいたしたいと思います。 

 １枚めくっていただいて、黄色い令和２年度 12月補正予算教育委員会歳出のページをお開きいただきた

いと思います。 

 表の右から２列目が、今回の補正額になりますけれども、全体で一番下の段になりますけれども、7,955

万 3,000円の増額補正を行うものでございます。 

 それでは、主な歳出予算につきまして、ご説明申し上げたいと思います。 

 今回の補正予算につきましては、小・中学校の ICT 化の推進事業、あるいは、新型コロナウイルス感染

症対策のほかに、台風 10号によります被災に伴う施設修繕等に要する経費を増額しているものでございま

す。 

 それでは、次のページをめくっていただきまして。委員会説明資料の７ページをお開きください。 

 ７ページの上段をご覧いただきたいと思いますけれども、ICT化推進事業によります児童・生徒一人一台

のPC 端末の整備を現在進めているところなのですけれども、納品されました端末を教育クラウド等に接続

をするための設定でありますとか、あるいは、使用マニュアルの作成を行うための委託費のほかに、遠隔学

習機能を持たせるためのウェブカメラを購入するための備品購入費、こういったものを今回増額補正するも

のでございます。同様に、９ページの下段の中学校の事業費につきましても同様に、増額補正を行うもので

ございます。 

 次に、少し、戻りまして４ページをお開きください。上段、それから下段に新型コロナウイルス感染症対

策費につきましては、小・中学校の新型コロナウイルス感染症対策のための保健衛生用品等を整備するため

の必要経費を増額補正するものでございます。 

 さらに、同感染症対策といたしまして、７ページをご覧ください。７ページ下段、小学校教材整備事業に

おきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係ります教材整備に要する経費を増額するものでございま

す。同様に、10ページの上段に中学校の事業費も同様に増額補正をするものでございます。 
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 最後になりますけれども、冒頭申し上げました台風災害に伴います施設修繕料、あるいは委託料につきま

して、各小・中学校の校舎等のものでありますとか、あるいは体育施設、文化財課が入っております菖蒲原

町の別館、あるいは美術館の屋上防水の修繕のための修繕費等を増額補正をしているものでございます。 

 以上の歳出補正に伴いまして、財源の手当てを行うための歳入予算の増額補正等も併せて行っているとこ

ろでございます。 

 以上、12月補正の予算につきましての説明を終わらせていただきます。 

◎教育長 

 今度の 12月議会における補正予算の案でございますけれども、これにつきましては、何かご質問等あり

ましたら、よろしかったでしょうか。 

○岡村委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 お伺いしたいことが２つあります。一つは、４ページの新型コロナウイルス感染症対策経費としまして、

空気清浄機を購入するようなかたちになっておりますが、どこに設置するのかということ、保健室関係なの

かなと思いまして、お伺いしたいところです。 

 それからもう一点は、７ページの小学校の教材整備事業、新型コロナウイルス感染症対策の教材を整備す

るということでありますけれども、同じく中学校のほうには次ページですね、教材備品を整備するためにと

いうことで、液晶テレビ３個という記載もございますが、これも各学校には配置されているのではないかな

と思いまして、例えば、保健室に設置するとか、そういうような計画で購入が予定されているのかというこ

と、この２点をお願いいたします。 

●教育部長 

 まず、今回の新型コロナウイルス対策費につきましては、一回国のほうに要望を上げまして、今回は第二

弾ということになります。今回の第二弾の要望につきましては、それぞれの学校が要求するものをとりまと

めて、補助金としていただくという形になっております。１回目の場合は、ある程度教育委員会のほうで、

こういったものを統一していこうということで購入したのですけれども、今、申し上げましたように、今回

の２回目の要望につきましては、それぞれの学校が要求するものを購入していく。その中で、今ありました

空気清浄機というものが、全校ではないのですけれども、幾つかの学校で、例えば、大王小でいうと 15台

とか、そういったかたちの台数が要望されておりますので、教室で使うことになるのだろうと思います。 

 同様に、テレビあたりも、先ほど申し上げたように、学校のほうでそれぞれ要望を上げた中で、上がって

きておりますので、台数が、そんなに沢山ではありませんけれども、場所まではわかりませんけれども、そ

れぞれ学校が要求しているものを今回、それぞれ上げているということになります。 

○岡村委員 

 ありがとうございます。 

 例えば、空気清浄機などはどういう場所で使うのが一番適切なところなのだろうかと思いまして、各学校

で要求されたものということで、了解いたしました。また液晶テレビにつきましても同じ内容ということで、

わかりました。ありがとうございます。 

◎教育長 

 液晶テレビとセットのスタンドなのですけれども、これについては、中学校は特別教室についていないと

か、少人数教室がどんどん増えているのですけれども、そこまで入っていないというのもあるので、新たに

追加で頼まれているようなことでした。 

○岡村委員 

 コロナ対策費ですか。 
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◎教育長 

 コロナ対策の一環として、少人数化しますので。というようなことも含めて、とにかく今回は現場が言う

ことをそのまま上げてくださいという国のご厚意なので、そのまま上げさせていただいたということになり

ます。 

○赤松委員 

 細かいことですが、４ページの下の段の事業名は確固書きに中学校と書いてあり、下のほうに小学校と、

これは中の間違いだと思いますけど。細かいことですが。 

◎教育長 

 本当ですね。事業名は中学校になっているのに、事業内容が（小学校）と書いてあります。 

 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 それでは、議案第 32号 12月補正案につきまして、このとおりよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは今から、３時ちょっと過ぎまで一旦休憩を取りたいと思います。 

〔休憩〕 

 

11 その他 

◎教育長 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 その他という形でお願いをしてあるものです。 

 まずは、こども課から今日はお出でになっていただいております。 

●こども課副課長 

 こども課の角井と申します。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。 

 第二期みやこのじょうこども未来応援計画案について、説明に本日伺いました。よろしくお願いします。 

 まず、２ページをご覧ください。 

 平成 25年度に国は子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、子どもの貧困対策の推進に関す

る法律を成立し、翌年には子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定されたところです。国はさらなる推進

を目的として、令和元年度に法律と大綱を一部改正しました。本市においても、国の法律や大綱、県の計画

を踏まえ、平成 29年度にみやこのじょうこども未来応援計画を策定し、現在、第二期計画を策定している

ところでございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 第二期計画につきましては、令和３年度から令和６年度までの４年間の計画となっております。これは、

本計画が子ども・子育て支援事業計画と関連性のある計画であるため、周期を合せているところでございま

す。 

 ４ページをご覧ください。 

 この計画の策定に当たりまして、保護者、子ども向けのアンケートをさせていただきました。こちらのほ

うは、学校の全面的な協力をいただきまして、無事に終えることができました。ありがとうございました。 

 概要につきましては、７月から８月にかけまして、保護者と児童・生徒向け、保護者につきましては市内

の小学１・４・６年生、中学３年生の保護者の方、そして児童・生徒につきましては、小学６年生と中学３

年生につきまして実施させていただきました。このほかに、県立の泉ケ丘高等学校附属中学校ときりしま支

援学校、そして、さくら聴覚支援学校の児童・生徒さんの分も含めて、親御さん等も含めて実施させていた

だきました。 
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 調査方法につきましては、保護者の方につきましては、学校を通じてアンケートを配布させていただきま

して、郵送での回収をさせていただきました。児童・生徒さんにつきましては、学校を通じて配布・回収を

させていただきました。保護者の方につきましては、回収率が 54.8％となっておりまして、第一期計画の

30％に比べてかなりの回収率で回収が行えたところです。こちらのほうは、近年、新型コロナウイルスの

ほうで回収率が下がるのではないかと心配していたのですけれども、逆にそのことで回収率が上がったので

はないかと推察しているところです。児童・生徒につきましても、学校で実施していただきましたので、96％

弱の回収率となっております。保護者用のアンケートにつきましては、収入等もお聞きしているところです。

保護者用アンケートからの算出では、市内の生活困難世帯ということで、15.9％の方が市内で生活困難とい

うことで回答いただきました。前回、平成 29 年度は 18.75％ということで、前回から改善はしているとこ

ろです。国と市の調査方法と異なるため、一概に比較することはできないのですが、国の子どもの貧困率と

いうことで言いますと、平成 27年に 13.9％だったものが平成 30年度に 13.5％となっていて、全国的にも

改善をしているところですけれども、依然として７人に１人の子どもさんが貧困状態にあるというところで

ございます。 

 ５ページをご覧ください。 

 アンケートにつきましては、民生委員・児童委員の方、子どもさんに関わる支援を行っていらっしゃる団

体の方にもヒアリング、アンケート等をさせていただきました。ヒアリングにつきましては、市が委託して

いる無料で子どもたちへ学習支援事業を実施していただいている９団体を含めて13団体へ実施したところ

です。民生委員さんたちからは、どこまで支援していいのかわからないとか、関わりの難しさ等についての

ご意見もありましたし、子どもさんへの親御さんの関わりが重要ということで、その重要性等もご意見をい

ただいたところです。関係団体の方からは、人材育成の課題についても上げられたところです。 

 ６ページをご覧ください。 

 子どもの貧困対策について、特に重要な項目について、数値目標を設定して取り組んでいくということで、

数値目標を掲げています。大きく３つに分けておりまして、生活保護に関する子どもの指標とスクールソー

シャルワーカーやスクールカウンセラーに関する指標、そして、ひとり親に関する指標ということで、大き

く３つに分けて指標を表しています。 

 １番から６番目に関してなのですが、国の大綱の中から指標を出しておりまして、下のほうの７、８、９

は市独自の目標ということになっています。３番目と７番目は、生活保護世帯に属する子どもさんの大学進

学率と高校卒業後の就職率になっているのですが、こちらは両方合わせて 90％以上を目標としていて、こ

ちらは、分母が、子どもさんが少ないということで、分母が少ないので、一人のことでパーセンテージが大

きく左右するということで、目標値をこのようにさせていただいたところです。 

 次の７ページをご覧ください。 

 ７ページのほうに基本理念、基本方針が掲載してございます。こちらのほうは、基本理念につきましては、

国の法律、大綱等で掲載してあるのですけれども、第一期目と変わったところが、第一期目では、「将来に

夢や希望を持って」ということだったのですが、もう既に現在困っている子どももいるということで、「現

在及び」ということで、「現在及び将来に」ということになっております。「安心して育つことができる」と

いう文言を追記しております。基本方針につきましては、子どもの貧困対策に取り組むということで、今ま

で貧困対策に取り組むということだったのですけれども、その後の貧困対策ということで、強調して取り組

むということで示しています。 

 下のほうの方策、方針等についてなのですけれども、こちらのほうが対策の柱が左のほうに掲載してあり

ますが、２番目と４番目が法律のほうで、若干言い回しが変わっておりますので、こちらが法律に従いまし

て変更にさせていただきました。 
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 具体的な取組のところは、第一期目とほぼ同じなのですけれども、柱の１の（２）の②に、幼児教育・保

育の量の確保と質の向上の推進というところがあるのですが、第一期では、保育の量の確保が書いてござい

ませんでしたので、こちらの量の確保を記載することとしました。 

 大きい柱の２番目の（１）の①、関係団体が連携したネットワークの構築ということで、子どもの貧困対

策の取組に関係団体が連携して取り組むことが重要ということで、こちらのほうも追記させていただきまし

た。 

 大きい柱の２番目の（２）の③、子どもの健康づくりに関する支援、こちらのほうも第一期目で掲載がほ

かの部分に入っておりましたので、こちらも強調して取り組みたいということで、追記して書かせていただ

きました。 

 以上が大きな変更点です。 

 最後になりますが、パブリックコメントを 12月１日から１月５日まで実施したいと考えております。委

員の皆様にもご意見をいただきますよう、後日書類をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上で、説明を終わります。ありがとうございます。 

◎教育長 

 ありがとうございました。 

 第二期のみやこのじょうこども未来応援計画について、ご質問があればよろしくお願いします。 

 今見たばかりなので、なかなかかもしれませんが、パブリックコメントが 12月１日からというお話があ

りましたので、どうしてもその中で質問を含めた形でお答えいただくとありがたいなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 よろしかったでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 続きまして、総合政策課からお話があるということでございます。 

●総合政策課主査 

 よろしくお願いします。 

◎教育長 

 総合政策課は教育大綱についてでございますね。では、ご説明のほうをお願いいたします。 

●総合政策課主査 

 教育大綱につきましては、総合教育会議等で皆さんのほうに協議いただきまして、協議の結果の大綱版と

いうところで、今回パブリックコメントを実施させていただきました。その結果、ここにお渡ししたA３の

資料にありますように、17 名からご意見いただきまして、そのご意見と一応、回答案のほうを作成させて

いただきました。 

 つきましては、この回答案を確認いただいて、皆様からご意見をいただきたいと思いまして、今回、資料

を作成させていただきました。今回、資料と一緒に、これを企画するに当たって、今回のパブリックコメン

トにかけた案と現行の教育大綱を資料と一緒に付けさせていただきました。こちらにつきましては、今全部

読んですぐ意見くださいというのもなかなか難しいことですので、お時間を取らせていただいて、皆様から

ご意見いただければと思っているところです。 

 その中で、１か所だけ１点だけ、３ページ目の 13 の（４）、こちらだけ回答のほうが空欄になっている

かと思います。こちらが学力向上、教育大綱案の８ページをご覧ください。案と書いてあるほうです。第二

期都城教育大綱（案）の８ページ、両方同じなのですけれども、今の現行の都城市教育大綱でも８ページに

なります。こちらの施策方向性１の子どもの学力を伸ばします、というところの項目なのですけれども、現
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行の教育大綱案では、こちらに「家庭や地域との連携」という文言が入っているのですけれども、こちらが

第二期の案には入っていないと。そういったところは必要はないのかというようなご質問をいただいたとこ

ろです。 

 これについては、私どものほうでも検討させていただいたのですけれども、学力向上に関する内容であっ

て、総合政策課でなかなか回答するのは難しいのかなというところで、皆様にご意見をいただきたいと思い

まして、今回こちらを特にご意見いただければと思っているところです。 

 家庭や地域との連携というのは、もちろん、どの場面でも必要になってくるものだと思います。第二期の

案においても、施策方向性の２においては、「キャリア発達に関する連携として学校、家庭、企業等の地域

社会との連携の強化」という文言であったり、施策報告性８においては、「コミュニティスクールの推進」

ということで、「保護者や地域住民との連携」の記載があるかと思います。そういったところにも連携とい

う内容においては記載があるのですけれども、この学力向上というところにおいても記載が必要なのかと。

仮に必要ということであれば、どういったところ、学力向上に向ける面で必要なのかというところを、ご意

見いただければと思っているところです。 

◎教育長 

 これは何で外れたのですか。 

●総合政策課主査 

 それが私も、これが外れるに当たっては、昨年度の第二回総合教育会議の際の資料のときには既に外れて

おりまして、前担当にも確認したり、前の資料を全部見たのですけれども、なぜ削除したかということにつ

いては触れている記載がなかったので、私もちょっと、ここは申し訳ないのですけれども、こちらの記録が

しっかり残っていなかったもので、こちらのミスかと思うのですけれども、ここに記載がなく。内容として

は、ICTとかそういったところの、今回の国の教育振興基本計画のところで、特に力を入れる取組の記載を

同じようなところで行っておりまして、それを記載することで外れてしまったのかなという推測でしかない

のですけれども、今回は ICTの効果的な利活用等の記載が同じところにございまして。 

○赤松委員 

 完全に別の要素ですよね。 

●総合政策課主査 

 そうですね、内容としては別になるので。 

○赤松委員 

 それで、今後の進め方はどうなるのですか。 

 ここで意見を出さなければいけないのですか。 

●総合政策課主査 

 もちろん今、この場でご意見があればいただきたいなというのが一つありまして、全体としては、皆さん

どれぐらいで日程としてご意見いただけるかなのですけれども、大体２週間程度では意見もらえるでしょう

か。そのぐらいで一旦、全体として意見をいただきましてというところだったので、それまでにまとまった

ご意見をいただけるのであれば、そこも含めてということで考えていたのですけれども。 

◎教育長 

 ２週間。ということは、12 月 10日あたりまで。 

●総合政策課主査 

 そうですね。 

◎教育長 

 議会の一般質問が終わって、であれば大丈夫でしょうか。 
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○赤松委員 

 私どもとしては、教育委員個々としてそちらにお返しするというよりも、教育委員としてのそれぞれのも

のを出し合って、教育委員全員の総意としてこう考えますというふうにお返しするほうがいいのではないか

と私は思っておりますけれども、そうなると、個々のやりとりではなくて、どこかで委員が集まってそのこ

とを検討する場も必要になるかと思うので、その辺の部分はきちんと時間を保障していただきたいなと思い

ます。 

◎教育長 

 次の定例会は１月６日です。そこまで待てますか。 

 大綱の発表はいつになるのですか。 

●総合政策課主査 

 大綱の発表自体は、現行が３月までになりますので、令和３年の４月が策定ということになります。 

◎教育長 

 その前に。回答しないといけないですよね。 

●総合政策課主査 

 そうですね。 

◎教育長 

 そこの回答はいつまでにすればいいですか。 

●総合政策課主査 

 回答案は庁議にかけないといけないので、２月の庁議に上げる予定になっておりまして、そうなると、１

月の部長会議に上げないといけないということになりまして、１月６日までに基本的には確定させないとい

けないということになっております。 

●教育総務課長 

 １月20日が部長会議になりますので、その資料提出、事前の協議が１月６日までということでしたので、

総括に了承をいただいておけば遅れてもいいのではないでしょうか。次回の定例教育委員会の中で時間をと

って、意見をまた後ほどいただいたものを一本に集約させていただくというのはどうでしょう。 

◎教育長 

 そうしたら、事前にデータでもらい、色々書き込んだり削除してもらったりして、椎屋さんのほうにそれ

を送ってもらえばいいかなと思います。 

○赤松委員 

 その意見というのは、パブリックコメントで市民の皆さんがこの考え方に対して提供された意見というこ

とですね。回答案がそれを事務局が、総合政策課がこういうふうにお答えしますよというものを作るのです

か。 

●総合政策課主査 

 そうですね。 

○濵田委員 

 パブリックコメントで市民の方から送られてきた意見に対してどう答えるかということなのか、大綱の文

書のほうを修正したほうがいいのかどちらでしょうか。意見を我々教育員会に求めているのですね。 

○中原委員 

 いわゆるこの回答案の内容でいいのかと。 

●総合政策課主査 

 そうですね、まずそういうふうになるかなと。 
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○赤松委員 

 これは回答されたものなのですか。 

●総合政策課主査 

 まだ回答はしていないです。回答の案です、あくまで、こういった回答をうちのほうでは考えております

と。 

 例えば、うちのほうでは、こういった意見ももっと中で反映させてくださいという意見があると。うちの

ほうでは、その考えについては、別のところで記載しているから今回の大綱には入れませんよとしています

けれども、教育委員の先生からしましたら、これは入れたほうがいいのではないかということがあって、こ

の回答を訂正するというか、内容を変えるということであれば、その旨のご意見をいただきたいと思います。 

○濵田委員 

 今言われた 13の４以外の話ですね。 

●総合政策課主査 

 そうですね。 

○濵田委員 

 ちょっと見直さないといけないですね。 

●総合政策課主査 

 そうですね。 

○濵田委員 

 大綱の文面は、この前の総合教育会議でもこれでいきましょうということに決まったのだと思っていたの

ですが。 

●教育部長 

 市役所の中でこれが最後のルーティンではないけれども、必ずこれをやった上で、市民の意見を吸い上げ

た上で最後に確定をしていくというやり方の中の一つなので、先ほどから言っているように、市民の方の意

見が妥当なものであれば、場合によっては最後に修正を加えることもまれにあります。 

○中原委員 

 そうなのですか、反映するのもまれなのですか。 

◎教育長 

 やはり、相当、作り込んで作るので、実はそこだけ見ている方もいらっしゃるのですね、全体を見ないで、

そこだけ見て、あら、これ違っているじゃないのという。実はそれがこっちに移っていますとかいうような

ことも、後でちゃんと言えるので、そういうことではあったと思います。 

○赤松委員 

 こちらのほうの部分で、これまでと変わったところはないのですね。前回意見を提出した分から変わった

ところはないのですか。 

◎教育長 

 ないですね、この前の総合教育会議のままですよね。 

●総合政策課主査 

 これは、総合教育会議の際に１点だけ変わったところも反映しているものになります。 

◎教育長 

 そうしたら、そういう形で、椎谷さん取りまとめをしていただけますか。 

 ありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。 

●総合政策課主査 
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 よろしくお願いします。 

○岡村委員 

 椎屋さんにはいつまで回答とかあるのですか。 

●教育総務課主幹 

 12月の 16日までということで、よろしくお願いします。 

○赤松委員 

 すみません、さっき連携とかという言葉が抜けているということは、説明の中では施策の方向性の８でそ

れをコミュニティスクールとか、そこで謳っているから、一からなくてもいいですよという考えですか。 

●総合政策課主査 

 そういった考えも、結局、学力向上とコミュニティスクール、もちろん関係のあることだとは思うのです

けれども、そこに入れれば、学力向上のところに入れなくていいのかという判断が、申し訳ございません、

私どもでどうしてもつかなかったと。 

○赤松委員 

 それは考えておられたわけですか。 

●総合政策課主査 

 そういったところが入っているからここで削除されたかもしれないという課内でも検討はしていたので

すけれども、なかなかそれを落していいという理由にそれがなるのかというところが、判断がどうしても。 

○中原委員 

 中見出しの中でだと全てちゃんと網羅しているけれども、小見出しの中だとなくても集約していますよと

いう説明がつくかどうかということですね。 

●総合政策課主査 

 そうです。それだと弱いような気もしまして、根拠として。 

 よろしくお願いします。 

◎教育長 

 それでは、その他で何かございますか。 

●教育総務課主査 

 私のほうから最後に、委員の皆様の日程に、12月、１月の日程についてお話しさせていただきます。 

 両面１枚のスケジュール表のほうをお配りさせていただいております。ピンクでマークしてあるところが

委員の皆様にご出席いただく行事等が入っているところになります。 

 まず、令和２年 12月３日、木曜日です。この日は、県市町村対抗駅伝結団式がコミュニティセンターで

ございまして、赤松委員のほうに出席をいただく予定となっております。 

 先に、11 月 27 日、今週の金曜日から 12 月議会が始まります。12 月４日から 12 月 10 日までが一般質

問。12 月 11 日、14 日が今のところ文教厚生委員会が開催される予定となっておりまして、議会の最終日

が 12月 16日の予定となっております。 

 年が明けまして、１月３日、日曜日、裏面をご覧ください。 

 泉ケ丘附属中学校の成人式に岡村委員に出席をいただきます。同じ日の志和池地区の成人式に濱田委員に

ご出席をお願いしております。明くる日の１月４日、月曜日になりますが、沖水地区の成人式に中原委員、

妻ケ丘地区の成人式、総合文化ホールで行われますが、赤松委員に出席をお願いしております。よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、１月６日、水曜日の 13時 30分から１月の定例教育委員会を開催いたします。 

 続きまして、同じ行事になりますので続けて日にちを申し上げさせてもらいますが、１月８日、金曜日、
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１月 12日、火曜日、１月 14 日、木曜日、１月 15日、金曜日に学校経営ビジョンに係る協議及び教職員評

価に伴うフィードバックということで、おそらく学校教育課のほうから案内が既に行っているものと思いま

すので、ご出席をお願いしたいと思います。 

 以上になります。よろしくお願いいたします。 

◎教育長 

 ありがとうございました。 

 日程については何かご質問ありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもちまして、令和２年 12月定例教育委員会の全てを終わります。 

 


